
No 「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の附帯決議 大臣指針の修正点

1

労働時間短縮計画の案については、対象となる医師の時間外労働の上限規制及び当該労働時間短縮計画の案の内容につ

いて十分な説明が行われ、対象となる医師からの意見聴取等により、十分な納得を得た上で作成されるべきであることを指針で

明確にし、その周知徹底を図ること。

資料２：５ページ

医師労働時間短縮計画については、対象となる医師に対して、時間外・休日労働の上限及び同計画の

内容について十分な説明を行い、意見聴取等により十分な納得を得た上で作成すること。

2

地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において労使が締結する三六協定で定める時間外・休日労働時間

数については、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間数であることを合理的に

説明できる必要があるとともに、当該医療機関の労働時間短縮の取組の実績に応じて協定時間数を見直すべきことを指針に

おいて明確にすること。

資料２：４ページ

地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関においては、36協定で定める時間外・休日労働

時間数について、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間

数であることを合理的に説明可能な時間数を設定するとともに、当該医療機関の労働時間短縮の取組

実績に応じて見直しを行うこと。

3

長時間労働となる医師に対する面接指導の実施においては、医療機関の管理者及び面接指導対象医師が、第三条による

改正後の医療法附則第百八条が求める義務に誠実に従うよう都道府県による指導の徹底を確保すること。加えて、労働時間

の記録・申告が適切かつ確実に行われるよう、必要かつ十分な支援を提供すること。また、面接指導実施医師が「措置不要・

通常勤務」以外の判定・報告を行った場合には、医療機関の管理者はその判定・報告を最大限尊重し、面接指導対象医師

の健康確保のため適切な対応を行うべきであることを指針等で明確にし、都道府県による指導の徹底を確保すること。

資料２：４ページ

面接指導において、面接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・報告を行った場合には、その判

定・報告を最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のため必要な措置を講じること。

資料２：３ページ

都道府県等は、面接指導を含む追加的健康確保措置の履行確保のため、医療法第25条第１項の規

定に基づく立入検査において、医療機関における当該措置の実施状況の確認を行い、医療機関に対し

必要な助言・指導を行うこと。

4

医療機関の管理者が良質な医療を提供する観点から必要と認めるときは、当該医療機関に勤務する医師のうち、時間外・休

日労働の上限が九百六十時間以下の水準が適用されるものについての労働時間短縮計画も自主的に作成し、同計画に基

づいて取組を進めることが望ましい旨を指針において明確にし、その周知徹底を図るとともに、更なる労働時間の短縮に向け継

続的に支援を行うこと。

資料２：５ページ

各医療機関の状況に応じ、当該医療機関に勤務する医師のうち、時間外・休日労働の上限が年960時

間以下の水準が適用される医師についても医師労働時間短縮計画を自主的に作成し、同計画に基づい

て取組を進めること。

大臣指針の修正点（附帯決議でいただいたご意見関係）


